
議案第７１号 

川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

川崎市手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

平成２８年 ２ 月２５日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

川崎市手数料条例の一部を改正する条例 

川崎市手数料条例（昭和２５年川崎市条例第６号）の一部を次のように改正

する。 

第２条ただし書中「第２５９号」を「第２６４号」に改め、同条第２４５号

ア中「住戸の総数」を「当該長期優良住宅建築等計画」に改め、同号ア(ア)及び

(イ)を次のように改める。 

(ア) 申請建築物等の新築に係るもの 次に掲げる申請建築物等の住戸の 

総数の区分に応じ次に規定する額 

ａ １戸                    ６，０００円 

ｂ ２戸以上５戸以下             １２，０００円 

ｃ ６戸以上１０戸以下            ２１，０００円 

ｄ １１戸以上３０戸以下           ３１，０００円 

ｅ ３１戸以上５０戸以下           ５８，０００円 

ｆ ５１戸以上１００戸以下          ９９，０００円 

ｇ １０１戸以上２００戸以下        １６０，０００円 

ｈ ２０１戸以上３００戸以下        ２００，０００円 



ｉ ３０１戸以上              ２１０，０００円 

(イ) 申請建築物等の増築又は改築に係るもの 次に掲げる申請建築物等 

の住戸の総数の区分に応じ次に規定する額 

ａ １戸                    ９，１００円 

ｂ ２戸以上５戸以下             １８，０００円 

ｃ ６戸以上１０戸以下            ３２，０００円 

ｄ １１戸以上３０戸以下           ４６，０００円 

ｅ ３１戸以上５０戸以下           ８７，０００円 

ｆ ５１戸以上１００戸以下         １５０，０００円 

ｇ １０１戸以上２００戸以下        ２５０，０００円 

ｈ ２０１戸以上３００戸以下        ３００，０００円 

ｉ ３０１戸以上              ３２０，０００円 

第２条第２４５号ア(ウ)から(ケ)までを削り、同号ウ中「住戸の総数」を「当該

長期優良住宅建築等計画」に改め、同号ウ(ア)及び(イ)を次のように改める。 

(ア) 申請建築物等の新築に係るもの 次に掲げる申請建築物等の住戸の

総数の区分に応じ次に規定する額 

ａ １戸                   ４５，０００円 

ｂ ２戸以上５戸以下            １１０，０００円 

ｃ ６戸以上１０戸以下           １７０，０００円 

ｄ １１戸以上３０戸以下          ３４０，０００円 

ｅ ３１戸以上５０戸以下          ６００，０００円 

ｆ ５１戸以上１００戸以下       １，０００，０００円 

ｇ １０１戸以上２００戸以下      １，９００，０００円 

ｈ ２０１戸以上３００戸以下      ２，７００，０００円 

ｉ ３０１戸以上            ３，４００，０００円 



(イ) 申請建築物等の増築又は改築に係るもの 次に掲げる申請建築物等 

の住戸の総数の区分に応じ次に規定する額 

ａ １戸                   ６８，０００円 

ｂ ２戸以上５戸以下            １６０，０００円 

ｃ ６戸以上１０戸以下           ２６０，０００円 

ｄ １１戸以上３０戸以下          ５１０，０００円 

ｅ ３１戸以上５０戸以下          ９１０，０００円 

ｆ ５１戸以上１００戸以下       １，６００，０００円 

ｇ １０１戸以上２００戸以下      ２，９００，０００円 

ｈ ２０１戸以上３００戸以下      ４，１００，０００円 

ｉ ３０１戸以上            ５，０００，０００円 

第２条第２４５号ウ(ウ)から(ケ)までを削り、同条第２４７号ア中「住戸の総数」

を「当該長期優良住宅建築等計画」に、「第２４５号ア(ア)から(ケ)まで」を「第

２４５号ア(ア)又は(イ)」に改め、同号ウ中「住戸の総数」を「当該長期優良住宅

建築等計画」に、「第２４５号ウ(ア)から(ケ)まで」を「第２４５号ウ(ア)又は(イ)」

に改め、同条第２５１号ア中「（第２５３号」の次に「、第２５５号、第２５

７号及び第２５９号」を加え、同号ア(ア)中「及び第２５３号」を「、第２５３

号、第２５５号、第２５７号及び第２５９号」に改め、同号ア(イ)ｂ(ａ)中「以内」

を「未満」に改め、同号ア(イ)ｂ(ｂ)から (ｅ)までの規定中「を超え」を「以上」に、

「以内」を「未満」に改め、同号ア(イ)ｂ(ｆ)中「を超える」を「以上の」に改め、

同号ア(イ)ｃ(ａ)中「以内」を「未満」に改め、同号ア(イ)ｃ(ｂ)から (ｅ)までの規定中

「を超え」を「以上」に、「以内」を「未満」に改め、同号ア(イ)ｃ(ｆ)中「を超

える」を「以上の」に改め、同号イを次のように改める。 

イ 認定申請に係る建築物又は建築物の部分に係る住宅品質確保法第６条

第１項に規定する設計住宅性能評価書（日本住宅性能表示基準に定める



断熱等性能等級及び一次エネルギー消費量等級に係る評価が行われてい

るものに限る。第２５３号、第２５５号及び第２５７号において「特定

設計住宅性能評価書」という。）が当該認定申請に係る申請書に添付さ

れている場合 

(ア) 一戸建ての住宅          １件につき ８，８００円 

(イ) (ア)以外の建築物の住宅部分 １件につき 次に掲げる当該認定申請

に係る建築物の住宅部分の住戸の総数の区分に応じ次に規定する額 

 ａ １戸                    ８，８００円 

 ｂ ２戸以上５戸以下             ２３，０００円 

 ｃ ６戸以上１０戸以下            ３０，０００円 

 ｄ １１戸以上２５戸以下           ４３，０００円 

 ｅ ２６戸以上５０戸以下           ６４，０００円 

 ｆ ５１戸以上１００戸以下         １００，０００円 

 ｇ １０１戸以上２００戸以下        １５０，０００円 

 ｈ ２０１戸以上３００戸以下        １９０，０００円 

 ｉ ３０１戸以上              ２００，０００円 

 第２条第２５１号イの次に次のように加える。 

  ウ ア又はイ以外の場合 

(ア) 一戸建ての住宅 １件につき 次に掲げる当該認定申請に係る一戸

建ての住宅の区分に応じ次に規定する額 

ａ 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの  

３４，０００円 

   ｂ 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの 

 ３８，０００円 

(イ) (ア)以外の建築物 １件につき 次に掲げる当該認定申請に係る建築



物の部分の区分に応じ次に規定する額 

   ａ 住宅部分 次に掲げる住戸の総数の区分に応じ次に規定する額 

(ａ) １戸                  ３４，０００円 

( b ) ２戸以上５戸以下            ６９，０００円 

(ｃ) ６戸以上１０戸以下           ９７，０００円 

(ｄ) １１戸以上２５戸以下         １４０，０００円 

(ｅ) ２６戸以上５０戸以下         ２００，０００円 

(ｆ) ５１戸以上１００戸以下        ２８０，０００円 

(ｇ) １０１戸以上２００戸以下       ３８０，０００円 

(ｈ) ２０１戸以上３００戸以下       ５００，０００円 

( i ) ３０１戸以上             ５９０，０００円 

    ｂ 共用部分 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額 

(ａ) 共用部分の床面積の合計が３００平方メートル未満のもの  

１１０，０００円 

( b ) 共用部分の床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のもの         １８０，０００円 

(ｃ) 共用部分の床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０

００平方メートル未満のもの       ２８０，０００円 

(ｄ) 共用部分の床面積の合計が５，０００平方メートル以上１０，

０００平方メートル未満のもの      ３６０，０００円 

(ｅ) 共用部分の床面積の合計が１０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満のもの      ４３０，０００円 

(ｆ) 共用部分の床面積の合計が２５，０００平方メートル以上のも

の                   ５００，０００円 

   ｃ 非住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ次に規定する額 



(ａ) 建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の

建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準（平成２４年経

済産業省・国土交通省・環境省告示第１１９号）で定める基準が

適用される場合又は特別な調査若しくは研究の結果に基づき当該

基準と同等以上の基準であるとして市長が認めるものが適用され

る場合 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額 

     ⅰ 非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

２４０，０００円 

     ⅱ 非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以上２，０

００平方メートル未満のもの      ３８０，０００円 

     ⅲ 非住宅部分の床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，

０００平方メートル未満のもの     ５５０，０００円 

     ⅳ 非住宅部分の床面積の合計が５，０００平方メートル以上１

０，０００平方メートル未満のもの   ６７０，０００円 

     ⅴ 非住宅部分の床面積の合計が１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満のもの  ７９０，０００円 

     ⅵ 非住宅部分の床面積の合計が２５，０００平方メートル以上

のもの                ９００，０００円 

( b ) (ａ)以外の場合 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額 

     ⅰ 非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

９７，０００円 

     ⅱ 非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以上２，０

００平方メートル未満のもの      １６０，０００円 

     ⅲ 非住宅部分の床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，

０００平方メートル未満のもの     ２６０，０００円 



     ⅳ 非住宅部分の床面積の合計が５，０００平方メートル以上１

０，０００平方メートル未満のもの   ３３０，０００円 

     ⅴ 非住宅部分の床面積の合計が１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満のもの  ３９０，０００円 

     ⅵ 非住宅部分の床面積の合計が２５，０００平方メートル以上

のもの                ４７０，０００円 

第２条第２５３号イを次のように改める。 

 イ 変更認定申請に係る建築物及び建築物の部分に係る特定設計住宅性能

評価書が当該変更認定申請に係る申請書に添付されている場合 

(ア) 一戸建ての住宅          １件につき ４，４００円 

(イ) (ア)以外の建築物の住宅部分 １件につき 次に掲げる額を合算した

額 

   ａ 認定済計画に係る建築物の住宅部分について第２５１号イ(イ)の規

定により算定した額に２分の１を乗じて得た額 

   ｂ 認定済計画に係る建築物に新たに追加された住宅部分について第

２５１号イ(イ)の規定により算定した額 

第２条第２５３号イの次に次のように加える。 

 ウ ア又はイ以外の場合 

(ア) 一戸建ての住宅 １件につき 次に掲げる一戸建ての住宅の区分に

応じ次に規定する額 

   ａ 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの  

１７，０００円 

ｂ 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの  

１９，０００円 

(イ) (ア)以外の建築物 １件につき 次に掲げる額を合算した額 



   ａ 認定済計画に係る建築物の部分について第２５１号ウ(イ)の規定に

より算定した額に２分の１を乗じて得た額 

   ｂ 認定済計画に係る建築物に新たに追加された部分について第２５

１号ウ(イ)の規定により算定した額 

第２条中第２７５号を第２８０号とし、第２５５号から第２７４号までを５

号ずつ繰り下げ、第２５４号の次に次の５号を加える。 

(255) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法律第

５３号。以下「建築物省エネ法」という。）第２９条第１項の規定に基づ

く建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請（以下この号及び次号

において「認定申請」という。）に対する審査 

ア 認定申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が建築物省エネ法

第３０条第１項各号に掲げる基準に適合する旨を登録建築物調査機関等

が証する書類が当該認定申請に係る申請書に添付されている場合 

(ア)  一戸建ての住宅          １件につき ４，９００円 

(イ) (ア)以外の建築物 １件につき 次に掲げる当該認定申請に係る建築

物の部分の区分に応じ次に規定する額 

ａ 住宅部分（建築物省エネ法第１１条第１項に規定する住宅部分の

うち住戸の部分をいう。以下この号、第２５７号及び第２５９号に

おいて同じ。） 次に掲げる住戸の総数の区分に応じ次に規定する

額 

(a) １戸                   ４，９００円 

(b) ２戸以上５戸以下             ９，６００円 

(c) ６戸以上１０戸以下           １６，０００円

(d) １１戸以上２５戸以下          ２７，０００円 

(e) ２６戸以上５０戸以下          ４５，０００円 



(f) ５１戸以上１００戸以下               ８１，０００円 

(g) １０１戸以上２００戸以下       １３０，０００円 

(h) ２０１戸以上３００戸以下       １６０，０００円 

(i) ３０１戸以上             １７０，０００円 

ｂ 共用部分（建築物省エネ法第１１条第１項に規定する住宅部分の

うち住戸の部分を除いた部分をいう。以下この号及び第２５９号に

おいて同じ。） 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額 

(a) 共用部分の床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

９，６００円 

(b) 共用部分の床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のもの          ２７，０００円 

(c) 共用部分の床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０

００平方メートル未満のもの        ８１，０００円 

(d) 共用部分の床面積の合計が５，０００平方メートル以上１０，

０００平方メートル未満のもの      １３０，０００円 

(e) 共用部分の床面積の合計が１０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満のもの      １６０，０００円 

(f) 共用部分の床面積の合計が２５，０００平方メートル以上のも

の                   ２００，０００円 

ｃ 非住宅部分（建築物省エネ法第１１条第１項に規定する非住宅部

分をいう。以下この号及び第２５９号において同じ。） 次に掲げ

る建築物の区分に応じ次に規定する額 

(a) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

９，６００円 

(b) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以上２，００



０平方メートル未満のもの         ２７，０００円 

(c) 非住宅部分の床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，

０００平方メートル未満のもの       ８１，０００円 

(d) 非住宅部分の床面積の合計が５，０００平方メートル以上１０，

０００平方メートル未満のもの      １３０，０００円 

(e) 非住宅部分の床面積の合計が１０，０００平方メートル以上２

５，０００平方メートル未満のもの    １６０，０００円 

(f) 非住宅部分の床面積の合計が２５，０００平方メートル以上の

もの                  ２００，０００円 

イ 認定申請に係る建築物又は建築物の部分に係る特定設計住宅性能評価

書が当該認定申請に係る申請書に添付されている場合 

(ア) 一戸建ての住宅 １件につき ア(ア)に規定する額 

(イ) (ア)以外の建築物の住宅部分 １件につき 当該認定申請に係る建築

物の住宅部分の住戸の総数の区分に応じア(イ)ａに規定する額 

ウ ア又はイ以外の場合 

(ア) 一戸建ての住宅 １件につき 次に掲げる当該認定申請に係る一戸

建ての住宅の区分に応じ次に規定する額 

ａ 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの  

３４，０００円 

ｂ 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの  

３８，０００円 

(イ) (ア)以外の建築物 １件につき 次に掲げる当該認定申請に係る建築

物の部分の区分に応じ次に規定する額 

ａ 住宅部分 次に掲げる住戸の総数の区分に応じ次に規定する額 

(a) １戸                  ３４，０００円 



(b) ２戸以上５戸以下            ６９，０００円 

(c) ６戸以上１０戸以下           ９７，０００円 

(d) １１戸以上２５戸以下         １４０，０００円 

(e) ２６戸以上５０戸以下         ２００，０００円 

(f) ５１戸以上１００戸以下        ２８０，０００円 

(g) １０１戸以上２００戸以下       ３８０，０００円 

(h) ２０１戸以上３００戸以下       ５００，０００円 

(i) ３０１戸以上                        ５９０，０００円 

ｂ 共用部分 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額 

(a) 共用部分の床面積の合計が３００平方メートル未満のもの  

１１０，０００円 

(b) 共用部分の床面積の合計が３００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のもの         １８０，０００円 

(c) 共用部分の床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，０

００平方メートル未満のもの       ２８０，０００円 

(d) 共用部分の床面積の合計が５，０００平方メートル以上１０，

０００平方メートル未満のもの      ３６０，０００円 

(e) 共用部分の床面積の合計が１０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満のもの      ４３０，０００円 

(f) 共用部分の床面積の合計が２５，０００平方メートル以上のも    

の                   ５００，０００円 

ｃ 非住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ次に規定する額 

(a) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成２８年経

済産業省・国土交通省令第１号）第１条第１項第１号イに規定す

る非住宅部分の設計一次エネルギー消費量が計算されている場合 



次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額 

ⅰ 非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

２３０，０００円 

ⅱ 非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以上２，０

００平方メートル未満のもの      ３７０，０００円 

ⅲ 非住宅部分の床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，

０００平方メートル未満のもの     ５３０，０００円 

ⅳ 非住宅部分の床面積の合計が５，０００平方メートル以上１

０，０００平方メートル未満のもの   ６５０，０００円 

ⅴ 非住宅部分の床面積の合計が１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満のもの  ７７０，０００円 

ⅵ 非住宅部分の床面積の合計が２５，０００平方メートル以上

のもの                ８７０，０００円 

(b) ( a)以外の場合 次に掲げる建築物の区分に応じ次に規定する額 

ⅰ 非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル未満のもの 

８７，０００円 

ⅱ 非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以上２，０

００平方メートル未満のもの      １５０，０００円 

ⅲ 非住宅部分の床面積の合計が２，０００平方メートル以上５，

０００平方メートル未満のもの     ２４０，０００円 

ⅳ 非住宅部分の床面積の合計が５，０００平方メートル以上１

０，０００平方メートル未満のもの   ３１０，０００円 

ⅴ 非住宅部分の床面積の合計が１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満のもの  ３７０，０００円 

ⅵ 非住宅部分の床面積の合計が２５，０００平方メートル以上



のもの                ４４０，０００円 

(256) 建築物省エネ法第３０条第２項後段の規定に基づく確認申請書の提出

が行われた場合における建築物省エネ法第２９条第１項の規定に基づく認

定申請に対する審査 

１件につき 前号の規定により算定した額に第１８９号に規定する額（確

認申請書に係る建築物の計画に昇降機に係る部分が含まれ

る場合にあっては、同号に規定する額に第１９３号に規定

する額を加えた額。第２５８号において同じ。）又は第１

９３号に規定する額を加えた額 

(257) 建築物省エネ法第３１条第１項の規定に基づく建築物エネルギー消費

性能向上計画の変更の認定の申請（以下この号及び次号において「変更認

定申請」という。）に対する審査 

ア 変更認定申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が建築物省エ

ネ法第３０条第１項各号に掲げる基準に適合する旨を登録建築物調査機

関等が証する書類が当該変更認定申請に係る申請書に添付されている場

合 

(ア) 一戸建ての住宅          １件につき ２，４５０円

(イ) (ア)以外の建築物 １件につき 次に掲げる額を合算した額 

ａ 建築物省エネ法第３０条第１項の認定を受けた建築物エネルギー

消費性能向上計画（以下この号において「認定済計画」という。）

に係る建築物の部分について第２５５号ア(イ)の規定により算定した

額に２分の１を乗じて得た額 

ｂ 認定済計画に係る建築物に新たに追加された部分について第２５

５号ア(イ)の規定により算定した額 

  イ 変更認定申請に係る建築物又は建築物の部分に係る特定設計住宅性能



評価書が当該変更認定申請に係る申請書に添付されている場合 

(ア) 一戸建ての住宅 １件につき ア(ア)に規定する額 

(イ) (ア)以外の建築物の住宅部分 １件につき 次に掲げる額を合算した

額 

ａ 認定済計画に係る建築物の住宅部分について第２５５号イ(イ)の規

定により算定した額に２分の１を乗じて得た額 

ｂ 認定済計画に係る建築物に新たに追加された住宅部分について第

２５５号イ(イ)の規定により算定した額 

ウ ア又はイ以外の場合 

(ア) 一戸建ての住宅 １件につき 次に掲げる一戸建ての住宅の区分に

応じ次に規定する額 

ａ 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの  

１７，０００円 

ｂ 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの  

１９，０００円 

(イ) (ア)以外の建築物 １件につき 次に掲げる額を合算した額 

ａ 認定済計画に係る建築物の部分について第２５５号ウ(イ)の規定に

より算定した額に２分の１を乗じて得た額 

ｂ 認定済計画に係る建築物に新たに追加された部分について第２５

５号ウ(イ)の規定により算定した額 

(258) 建築物省エネ法第３１条第２項において準用する建築物省エネ法第３

０条第２項後段の規定に基づく確認申請書の提出が行われた場合における

建築物省エネ法第３１条第１項の規定に基づく変更認定申請に対する審査 

１件につき 前号の規定により算定した額に第１８９号に規定する額又

は第１９３号に規定する額を加えた額 



(259) 建築物省エネ法第３６条第１項の規定に基づく建築物エネルギー消費

性能基準（建築物省エネ法第２条第３号に規定する建築物エネルギー消費

性能基準をいう。以下同じ。）に適合している旨の認定の申請（以下この

号において「認定申請」という。）に対する審査 

ア 認定申請に係る建築物（以下この号において「申請建築物」という。）

が建築物エネルギー消費性能基準に適合する旨を登録建築物調査機関等

が証する書類、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規

則（平成２８年国土交通省令第５号）第３条第２項に規定する通知書、

都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則（平成２４年国土交通省令

第８６号）第４３条第２項に規定する通知書その他市長が別に定める書

類が当該認定申請に係る申請書に添付されている場合 

１件につき 当該申請建築物の区分に応じ第２５５号アに規定する額 

イ 申請建築物に係る住宅品質確保法第６条第２項に規定する建設住宅性

能評価書（日本住宅性能表示基準に定める断熱等性能等級及び一次エネ

ルギー消費量等級に係る評価が行われているものに限る。）が当該認定

申請に係る申請書に添付されている場合 

１件につき 当該申請建築物の区分に応じ第２５５号イに規定する額 

ウ ア又はイ以外の場合 

(ア) 一戸建ての住宅 １件につき 次に掲げる当該認定申請に係る一戸

建ての場合の区分に応じ次に規定する額 

ａ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１条第１項第２

号ロ(１)に規定する住宅部分の設計一次エネルギー消費量（以下この

号において「設計一次エネルギー消費量」という。）が計算されて

いる場合 第２５５号ウ(ア)に掲げる一戸建ての住宅の区分に応じ同

号ウ(ア)に規定する額 



ｂ ａ以外の場合 次に掲げる一戸建ての住宅の区分に応じ次に規定

する額 

(a) 床面積の合計が２００平方メートル未満のもの  

１７，０００円 

(b) 床面積の合計が２００平方メートル以上のもの 

１９，０００円 

(イ) (ア)以外の建築物 １件につき 次に掲げる当該申請建築物の部分の

区分に応じ次に規定する額 

ａ 住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ次に規定する額 

(a) 設計一次エネルギー消費量が計算されている場合 第２５５号

ウ(イ)ａに掲げる住戸の総数の区分に応じ同号ウ(イ)ａに規定する額 

(b) ( a)以外の場合 次に掲げる住戸の総数の区分に応じ次に規定す

る額 

ⅰ １戸                 １７，０００円 

ⅱ ２戸以上５戸以下           ３３，０００円 

ⅲ ６戸以上１０戸以下          ４８，０００円 

ⅳ １１戸以上２５戸以下         ７１，０００円 

ⅴ ２６戸以上５０戸以下        １１０，０００円 

ⅵ ５１戸以上１００戸以下       １６０，０００円 

ⅶ １０１戸以上２００戸以下      ２３０，０００円 

ⅷ ２０１戸以上３００戸以下      ２９０，０００円 

ⅸ ３０１戸以上            ３４０，０００円 

ｂ 共用部分 第２５５号ウ(イ)ｂに掲げる建築物の区分に応じ同号ウ

(イ)ｂに規定する額 

ｃ 非住宅部分 第２５５号ウ(イ)ｃに掲げる場合の区分に応じ同号ウ



(イ)ｃに規定する額 

第５条中「第２条第２７３号」を「第２条第２７８号」に改める。 

附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

参考資料 

   制 定 要 旨 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の制定に伴い、建築物エネ

ルギー消費性能向上計画の認定等の申請に係る手数料を新設すること、長期優

良住宅の普及の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴い、住宅の増築又は

改築に係る長期優良住宅建築等計画の認定の申請に係る手数料を新設すること、

建築物の非住宅部分に係る低炭素建築物新築等計画の認定の申請に係る手数料

を追加すること等のため、この条例を制定するものである。 


